
神戸市 令和８年度 指定建築設備  

 

 

 

建築基準法第12条では、安全上・防火上・衛生上重要な建築物や建築設備等については、所

有者や管理者は、定期に有資格者に調査・検査をさせ、特定行政庁に報告することが義務付け

られています。 
 

指定建築設備の定期報告制度は、神戸市が指定する建築設備について、それら設備の性能・

機能が適切であるかを検査資格者が毎年１回検査し、その結果を神戸市に報告する制度です。 
 

 

 
 

あなたの所有又は管理する建築物が、神戸市が指定する建築設備（指定建築設備）の定期報

告の対象となる建築物に該当するか、 別紙１ の『定期報告の対象となる指定建築設備』で確

認してください。 

指定建築設備の定期報告対象建築物である場合は、定期報告をお願いします。 

 
 

 

 

 

★報告者：建築物の管理者 

※管理者とは、所有者からその建築物について維持管理上の権限を委任されている方。 

★指定建築設備の検査資格者：一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員の資格を有する方 

 

  

報 告 者 指定建築設備の有無を確認のうえ、検査資格者に検査を依頼してください。 

※本紙の内容について検査資格者と十分に確認してください。 

  

検査資格者 ①定期報告対象設備を検査してください。 

②上記検査結果、是正の状況・結果を踏まえ、報告書等を作成してください。 

③検査資格者が、報告書を神戸市に提出してください。（e-KOBE） 

  

神 戸 市 ・報告書等を受け取り、内容を確認します。 

・報告内容に不足等なく適正な場合は、受付印を押印し、報告書表紙を返送します。

（e-KOBE） 

  

検査資格者 ・報告者に、報告書（副本）を渡して検査結果等を伝えてください。 

・要是正の指摘がある場合は、改善計画について助言してください。 

  

報 告 者 ①指摘のない場合は、引続き適正な維持保全に努めてください。 

②要是正の指摘（既存不適格除く）がある場合は、改善計画書を作成し、提出して

ください。 

③要是正内容の改善を実施し、完了後に改善完了報告書を提出してください。 

（様式は神戸市ホームページからダウンロードしてください。） 

 

 

１.建物の建築設備は、報告の対象ではありませんか? 

指定建築設備 定期報告制度のお知らせ 

２. 定 期 報 告 の 流 れ 



 

 

①受付期間：令和８年 ８月３日（月） ～ １1月３０日（月） 

②提出方法： e-KOBE（オンライン）  別紙２ 参照 

※本年度から、e-KOBE(オンライン)のみとなります。 

※郵送、持参での提出は受け付けておりません。（特別の事情がある場合はご相談ください。） 

③留意点 
※検査後３月以内に報告する必要があります。 

（例）６月に検査した場合、９月までに報告してください。 

※１１月下旬は報告書提出が集中しますので、できる限り点検後速やかに報告してく

ださい。 

 

 

 

 

 

神戸市のホームページに、下記の内容を掲載していますので、ご覧ください。 
・報告書等の各種様式のダウンロード 

・定期報告に関するよくある質問と回答（ＦＡＱ） 

・提出書類の作成要領 

 

 神戸市 定期報告 指定建築設備・防火設備  検索   

検索時に、「ページIDから探す」場合は、ページID： 43544  検索  

 

 

 

 

 

部署名：建築住宅局 建築安全課 設備担当（窓口⑪） 

住 所：神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル ５階 

電 話：０７８－５９５－６５６３ 

Eメール：houkoku_s@city.kobe.lg.jp 

 

３. 報 告 の 時 期 と 提 出 先 

５. 問合せ先（担当部署） 

４. ホ ー ム ペ ー ジ の ご 案 内 

mailto:houkoku_s@city.kobe.lg.jp


定期報告の対象となる指定建築設備 

 

 

 

 

神戸市の特殊建築物等定期報告の対象となる建築物【表の用途に供する建築物でその用途に供する部分が

表の規模又は階に該当するもの(※)】に設ける建築設備のうち次のもの（共同住宅の住戸の部分に設けるも

のを除く） 

 

換気設備 
①無窓居室、②下表の A-1又は A-2の建築物の居室、③火気使用室の機械換気設備に、煙感
知器連動型防火ダンパー（ＳＦＤ、ＳＤ）を設けた建築物の機械換気設備 

排煙設備 排煙機又は送風機を設けた機械排煙設備 

非常用の 
照明装置 

予備電源別置型（予備電源が内蔵蓄電池のみでないもの）の非常用の照明装置 

 

用   途 

規模・階数 
左の用途に供する部分の床面積が、下記のいずれかに該当するもの。 

※該当する用途部分の床面積が200㎡以下のもの、又は避難階のみにある

ものは対象外（避難階とは直接地上へ通じる出入口のある階をいう。） 

A-1 劇場、映画館、演芸場 ① 地階の部分で100㎡を超えるもの 

② ３階以上の部分で100㎡を超えるもの 

③ 客席が200㎡以上のもの 

④ 主階が１階にないもの（劇場・映画館又は演芸場に限る。）※１ 

A-2 観覧場（屋外にあるものを除く。）、 

公会堂、集会場（100㎡を超える集会

室があるものに限る。） 

A-3 体育館（学校に附属するものを除

く。）、博物館、美術館、図書館、ボ

ーリング場、スキー場、スケート場、

水泳場、スポーツの練習場 

① ３階以上の部分で100㎡を超えるもの 

② 建物全体で2,000㎡以上のもの 

A-4 学校、体育館（学校に附属するもの

に限る。） 

① 地階の部分で100㎡を超え、かつ、建物全体で2,000㎡を超えるもの 

② ３階以上の部分で100㎡を超え、かつ、建物全体で2,000㎡を超えるも

の 

A-5 百貨店、マーケット、物品販売業を

営む店舗、展示場 

 

① 地階の部分で100㎡を超えるもの 

② ３階以上の部分で100㎡を超えるもの 

③ 建物全体で3000㎡以上のもの 

④ ２階の部分で500㎡以上のもの 

B-1 病院、診療所（患者の収容施設があ

るものに限る。）、児童福祉施設等※

２ 

共同住宅及び寄宿舎（サービス付き

高齢者向け住宅及び認知症高齢者

グループホーム又は障害者グルー

プホームに限る。） 

① 地階の部分で100㎡を超えるもの 

② ３階以上の部分で100㎡を超えるもの 

③ ２階の部分で300㎡以上のもの 

B-2 ホテル、旅館 

B-3 事務所 

その他これに類するもの 

建物全体で1,000㎡を超え、かつ、その用途に供する部分の「地上階数＋地

下階数」が５以上であるもの 

C-2 公衆浴場 ① 地階の部分で100㎡を超えるもの 

② ３階以上の部分で100㎡を超えるもの 

③ 建物全体で3,000㎡以上のもの 

④ ２階の部分で500㎡以上のもの 

C-3 キャバレー、カフェー、ナイトクラ

ブ、バー、ダンスホール、遊技場、 

待合、料理店、飲食店 

 共同住宅※３ ① 地階の部分で100㎡を超え、かつ、建物全体で500㎡を超えるもの 

（ただし地階に住戸または住戸からの避難経路があるものに限る） 

② ６階以上の部分で100㎡を超え、かつ、建物全体で500㎡を超えるもの 

※１ 「主階」とは、客席のある階をいいます。 

※２ 「児童福祉施設等」とは児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設（補装具製作施設及び視聴覚障害者情

報提供施設を除く。）、保護施設（医療保護施設を除く。）、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施

設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行

支援又は就労継続支援を行う事業に限る。）で、そのうち要援護者の収容施設があるものを対象とします。 

※３ サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム又は障害者グループホームを除きます。 

 

別紙１ 



別紙２ 

e-KOBE による提出方法（指定建築設備） 
①提出書類等  ※事前に利用者登録（メールアドレス必要）をしてください。 

□1 HP 様式（エクセル）の 

・指定建築設備定期検査報告書 

・検査結果表別添（関係写真） 

の各シートに必要事項を入力してください。 

□2 図面等は、PDF ファイルにまとめてください。 

※１ファイル 10MB 以内、４ファイルまで送信可能 

②送付方法 上記□1 ～□2 を e-KOBE で送信してください。 

③修正等があ

る場合 

・e-KOBE に登録されたメールアドレス宛に確認・修正等の連絡をします。 

修正等を e-KOBE にて行ってください。 

④返送方法 ・表紙に受理日を記載の上、e-KOBE にて送付します。 

・期間内（90日以内）にダウンロードしてください。 

（返却は、受理日と指導内容を記載した①表紙のみとなります。） 

⑤問合せ先 
e-KOBE の利用に関することは、下記「e-KOBE の案内」をご確認ください 

担当課への問合せ：メールアドレス： houkoku_s@city.kobe.lg.jp 

⑥所要日数 修正等が無い場合：３日～１週間程度 

※郵送による報告書の受付は本年度から行っていません。 

※メールによる報告書の受付は行っておりません。 

 

 

e-KOBE の案内 
・e-KOBE を利用するには登録が必要です。個人・事業者のどちらでの登録の可能です。 

・最初に、利用者登録（メールアドレス必要）をお願いします。 

詳細は下記ホームページを参照してください。 

・e-KOBE（神戸市スマート申請システム）の登録・全般に関すること 

 

 神戸市 e-KOBE  検索 

 

・e-KOBE で指定建築設備・防火設備の定期報告を提出される場合の手順 

 

 神戸市 定期報告 指定建築設備・防火設備   検索 

定期報告（指定建築設備・防火設備）→オンライン申請 

 

検索時に、「ページIDから探す」場合は、ページID： 43544  検索  

 

mailto:houkoku_s@city.kobe.lg.jp

